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使用薬剤の薬価{薬綴基準)等の一部改正について

「使用薬艇の薬価(薬価茶準)J (平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬俄基準j

という。)及び� f療担規持及。薬担士見知並びに療担基準に議づき浮き主労働大臣が定める
掲示事項等J(平成18年厚生労働省告示第1071号。以下� f掲示事項考察告示j という。〉に
ついては、平成24年厚生労働省告示第338号及び第3391まをもって改正されたところです
が、その概要警は下記のどおりですので、� 5量管下の係i倹医療機関、審査支払機関等に対し
て潟知徹底惑とお額いします。

言2 

1 薬価基準の一部改正について� 
(1) 	 薬事法〈親和35年法律第145iき)の規定に基づぢ製造販売承認され、薬価基準へ

の収載希裂があった新医薬品(内用薬� 13品目、注射薬6品自及び外服薬2品段)
について、薬鋪議室撲の，8IJ表にq又裁十したものであること。� 

(2) 	 (I)により薬価基準の刻表に収載されている全医薬品の品段数は、次のどおりで
あることo

注射薬内 用 薬|分  

3，8358，6 5 0 i品目数

歯科用薬剤� 計外用薬�  

2，429 27 14，941 

z 議定価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) サムチレーノレ内用懸鴻液� 15覧

(j) 木製剤をHIV感染態省におけるニユ}モシスチス肺炎の治療



めに使用した場合、本製剤を使用した感者に係る診療報機!明細議事等の取扱ドに
おいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

命 本製剤をおIV感染患者におけるニニス…モシスチス櫛炎の治療及び発症抑制のた
めに投薬する場合に限っては、新医薬品の処方自数制限(14日聞を限度とする)
の適用については、特例的に当該14S聞の処方日数制限には股しないものとし
て取り扱うこと。 (3 (1)参照) 

φ 木製剤の効能・効果に関連する使用上の詮議において、「本剤は、副作用によ
りスソレファメトキサゾーノレ・トジメトプリム総合剤 (51合鰐〉の使用が困難な
場合に使用すること。 J及び「ニューモシスチス締炎の発症抑斜は、ニューモシ
スチス肺炎のリスク (CD4+絡娼数が目安として200!mm'未溺、ニュ…モシスチス
肺炎の既往歴がある等)をど有する患者を対象と守ること。 iと記載されているの
で、使用に当たっては十分留鷺すること。 

(2) カンサイダス点滴静注用 50mg及び開70mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「発熱性好中球競少症の

廓者への投与は、発熱性好中球減少症の治療に十分な経験者ケ持つ医師のもとで、
本剤の投与が適切と判断容れる疲併についてのみ実施すること。」と記載されてい
るので、使用に当たっては十分留意すること。 

(3) オ:¥'-ファスト注訪問及び間50mg
本援燕はオキシコドン製剤であり、本製剤jを投与した場合は、「診療報鱗の算定

方法J(平成20年厚生労働省告示第59号〉別表第一援科診療報部i点数表区分議考 rc 
108J在宅悪償援疾患者指導管環料又は rCI08-2J在宅惑性麗湯殿、者共詞指導管理
料を算定できるものであること G 

(4) エムラクリーム
本製剤は、皮j議レーザー照射療法(単なる美容な信的として実施されたものを

除く。}襲警の疹痛緩和について使用した場合に限り算定できるものであること。ま
た、木製剤の使用上の注撃において f部内ではシミ、シワ、ニキビ跡、脱毛等〈半
導体レーザーや炭酸ガスレーザー等合用いた皮膚レいずー照射療法)に対する本
剤の有効性及てy.安全性は検討されていない。 Jと記載きれているので、使用に当た
っては十分留意すること。 

3 掲示事境等告示の一部改蕊について
(1)新医薬品{薬事法(昭和三十ヨ五年法律第百四十五号)第十四条の沼第一項第~努

に規定する新医薬品沿いう。)については、薬価基準の奴裁の懇月の初日から起饗
して 1年間は、原灘、 1回 14自分告と限度&して投与又は投薬することとされてい
るが、処方自数制限託行うことが合遼的でないと考えられる新医薬品について、当
該処方自数樹被の例外を設けているところ。

今般、掲示事項等告示の改によって、新だに当該制限の例外とされる新医薬品
は、次のとおりであること。

・サムチレール内用懸濁液 15% (後天性免疫不全症候群に擢患している患者に
投与ナるものに凝る。) 

(2)オキシコドン製部について、掲示事項等告示第十第一号の「療組規殿第二十条第
二号ド及び療拒基準策ニ十条第三号トの厚生労働大底が定める保険医が投与するこ
とができる注射薬Jとして定めたものであること。



(参考)
薬{冨基潜告示� 

No 薬価議長準名 成分名 続絡単位 薬価〈円}� 

1 内用薬 アジルバ錠20時 アジノレサノレタン� 20mg 1錠� 136.告。� 

2 内局票率 アジルバ錠40mg アジルサルタン� 40mg 1議室� 205 .40 

372.403 内F目薬草 イグザレルト錠10符 リバーロキサパン� 10mg 1錠� 

4 内用薬 イグザレノレト量産15mg 予パーロキサパン� 15組gl銭� 530.40 

5 内用語意 ヱピ主ファイ� OD議室� 3mg ァpピプラゾーノレ� 3mg 1錠 語4.40 

6 内成築 エ1::'、� pファイ� OD錠� 6犯g アジピブ汐ゾ}ノレ� 6狐gl錠� 179 .30 

7 内用薬 エ立ど� Pファイ� OD錠12mg アリ1::'プラゾ…/レ� 12mgl錠� 340.70 

8 内F持議定
/ 

エピ、� pァァイ� OD車道24略 アPピプラゾ…fレ� 24mgl議室� 647 .40 

9 内用薬 サムチレール内湾整委濁液15% アトパコン� 750剖g5mLl包� 1.679.60 

10 内用薬 ノレネスタ緩� lmg ヱスゾピクロン� lmgl議室� 49.60 

11 内用議案 ノレネスグ錠� 2mg こEスゾピクロン� 2mgl縫� 78.70 

12 内F喜楽 ノレネスタ錠� 3mg ヱスゾピクロン� 3mg 1錠� 99.80 

13 内用薬 レグナイト錠300包喜 ガパベンチン :x.ナカノレピ、ル 300mg 1錠 容器� .50 

14 主主義守護定� @ ;;t~フアスト泳 10mg オキシコドン塩霊堂塩水利物� l%lmLl管� 352 



No 

注射議案51.


16 注射薬

17 注射薬

18 注射選定

19 注射楽

20 外用薬

21 外局塁率

薬イ援基準名

オキブアスト注50崩事

カンサイダス，~証書静注Jfl 50mg

カンサイダス点主義務注用� 70mg

ボナロン点滴静注バッグ号00ilg 

ランマーク皮下主主120mg


アイファガン点目築主主0.1%


エムラクヲーム


成分名

コナキシコドン塩酸滋水和物� 

カスボファンギン酢酸模

カスボファンギン詐後縫� 

アレンドロン重量ナトリウム水手話物� 

デノス?ブ{霊童伝子組換え7 

ブジモニジン箔石霊安滋� 

リドカイン・プロげトカイン� 

規格単位

1%5踊L1管� 

おおg"1瓶� 

70mg 1瓶� 

900μg1告OmLU建� 

12合mgl.7mL ，1綴� 

0.1% 1札� 

1 g 

書室級(円)
 

1，609 


16，256 


21，9号2
 

4，498 


45，155 


438.20 


171:.90 I 



